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表する職業ばく露限界値（以下「濃度基準値等」という。）が設定されてい

るものであって、次のアからウまでのいずれかに該当するもの 

ア ヒトにおいて、経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報（疫学研究、    

症例報告、被験者実験等）があること 

イ 動物において、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること 

ウ 動物において、経皮ばく露による体内動態情報があり、併せて職業ばく 

露限界値を用いたモデル計算等により経皮ばく露による毒性影響を示す

情報があること 

（２）国が行うＧＨＳ分類の結果、経皮ばく露によりヒトまたは動物に発がん性

（特に皮膚発がん）を示すことが知られている物質 

（３）国が行うＧＨＳ分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定さ

れていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性

毒性（経皮）が区分１に分類されている物質 

 

２ 皮膚吸収性有害物質を含有する製剤その他の物の裾切値 

皮膚等障害告示第１項第３号の「労働基準局長が定める基準」とは、国が行

うＧＨＳ分類の結果に基づき、別表の左欄に掲げる有害性区分に応じ、同表の

右欄に掲げる含有量の値（同表の左欄に掲げる有害性区分のうち２以上の有害

性区分に該当するものにあっては、その該当する有害性区分に係るそれぞれの

含有量の値のうち、最も低いもの。）であること。 

  



 

 3  

 

別表 

有害性区分 皮膚吸収性有害物質の含有量 

（重量パーセント） 有害性クラス 区分 

急性毒性 １～４ 

１パーセント 

皮膚腐食性／皮膚刺激性 
１～２ 

眼に対する重篤な損傷性

／眼刺激性 

１～２ 

呼吸器感作性又は皮膚感

作性 

１ 

生殖細胞変異原性 
１ 0.1パーセント 

２ １パーセント 

発がん性 
１ 0.1パーセント 

２ １パーセント 

生殖毒性 
１ 0.3パーセント 

２ １パーセント 

特定標的臓器毒性（単回

ばく露） 

１～３ 

１パーセント 特定標的臓器毒性（反復

ばく露） 

１～２ 

誤えん有害性 １ 

 

 


